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(57)【要約】
【課題】画像中のゆらぎを定量的に評価することである
。
【解決手段】実施形態に係る画像処理装置は、画像処理
部と、算出部とを備える。画像処理部は、超音波を用い
て収集された時系列の複数の画像それぞれについて、ス
ペックルノイズ低減処理を施す。算出部は、前記スペッ
クルノイズ低減処理後の前記複数の画像に基づいて、関
心領域内の各位置における画像信号強度のゆらぎを示す
指標値を算出する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波を用いて収集された時系列の複数の画像それぞれについて、スペックルノイズ低
減処理を施す画像処理部と、
　前記スペックルノイズ低減処理後の前記複数の画像に基づいて、関心領域内の各位置に
おける画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する算出部と、
　を備えた画像処理装置。
【請求項２】
　前記関心領域内の各位置における前記指標値に基づいてパラメトリック画像を生成する
画像生成部を更に備えた、
　請求項１に記載の画像処理装置。
【請求項３】
　前記算出部は、前記関心領域内の少なくとも一部に対応する計測領域内の各位置の前記
指標値に基づいて、前記計測領域の代表値を算出する、
　請求項１又は２に記載の画像処理装置。
【請求項４】
　前記画像処理部は、前記スペックルノイズ低減処理の前に、前記複数の画像に対して、
時間方向へのローパスフィルタ処理を施す、
　請求項１乃至３のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項５】
　前記画像処理部は、前記スペックルノイズ低減処理の前に、前記複数の画像に対して、
画像間の動きを補正する動き補正処理を施す、
　請求項１乃至４のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項６】
　前記画像処理部は、前記複数の画像に対して、特定の周波数成分のみを抽出するフィル
タ処理を施し、
　前記算出部は、前記フィルタ処理後の前記複数の画像に基づいて、前記指標値を算出す
る、
　請求項１乃至５のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項７】
　前記画像処理部は、前記複数の画像に対して、直交座標変換において血管腫のゆらぎを
特徴的に抽出する変換処理を施し、
　前記算出部は、前記変換処理後の前記複数の画像に基づいて、前記指標値を算出する、
　請求項１乃至５のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項８】
　前記算出部は、前記ゆらぎの周波数とは異なる周波数のゆらぎの成分を前記画像信号強
度から除去した上で、前記指標値を算出する、
　請求項１乃至７のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項９】
　前記画像処理部は、前記複数の画像のうち、予め設定されたフレーム間隔で各画像間の
差分処理を行って、複数の差分画像を生成し、
　前記算出部は、前記複数の差分画像を用いて、前記指標値を算出する、
　請求項８に記載の画像処理装置。
【請求項１０】
　前記算出部は、
　前記複数の差分画像それぞれについて、各画素の画素値の絶対値と周辺画素の画素値の
絶対値とが積算された積算値を算出し、
　前記複数の画像それぞれについて、各画素の画素値と周辺画素の画素値との平均値を算
出し、
　前記積算値を前記平均値で除算した除算値を用いて、前記指標値を算出する、
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　請求項９に記載の画像処理装置。
【請求項１１】
　前記算出部は、前記複数の画像それぞれにおける各画素の前記除算値の総和又は統計値
を、前記指標値として算出する、
　請求項１０に記載の画像処理装置。
【請求項１２】
　前記画像処理部は、操作者により指定された前記フレーム間隔で、前記差分処理を行う
、
　請求項９乃至１１のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項１３】
　前記画像処理部は、前記関心領域のうちの計測領域とは異なる領域に含まれる画像信号
強度のゆらぎの周波数に応じて前記フレーム間隔を決定し、決定した前記フレーム間隔で
、前記差分処理を行う、
　請求項９乃至１１のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項１４】
　前記算出部は、前記複数の画像の各位置における時間方向の変動係数を、前記指標値と
して算出する、
　請求項１乃至７のうちいずれか１つに記載の画像処理装置。
【請求項１５】
　超音波を用いて収集された時系列の複数の画像それぞれに基づいて、複数の時相それぞ
れについて、関心領域内の各位置における画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出し、
前記関心領域内の各位置について、前記複数の時相それぞれにおける前記指標値の総和、
又は統計値を算出する算出部
　を備えた画像処理装置。
【請求項１６】
　超音波を用いて収集された時系列の複数の画像に基づいて、関心領域内の各位置におけ
る画像信号強度の時間方向のゆらぎを示す指標値を、前記ゆらぎの周波数とは異なる周波
数のゆらぎの成分を前記画像信号強度から除去した上で算出する算出部
　を備えた画像処理装置。
【請求項１７】
　超音波を用いて収集された時系列の複数の画像それぞれについて、スペックルノイズ低
減処理を施す画像処理部と、
　前記スペックルノイズ低減処理後の前記複数の画像に基づいて、関心領域内の各位置に
おける画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する算出部と、
　を備えた超音波診断装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、画像処理装置及び超音波診断装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、悪性腫瘍と良性腫瘍の鑑別は、穿刺により採取した組織の生検や、造影剤の取り
込み量を評価する画像診断により行われている。穿刺や造影剤の投与にはいずれも手間が
かかるので、これらの手技を行わずに簡便に鑑別する手法の開発が望まれている。
【０００３】
　例えば、良性腫瘍の一つである血管腫は、人口の５％は有していると言われている。こ
のため、腫瘍の疑いのある部位が血管腫であるか否かを簡便に判断できれば、他の腫瘍と
の判別に有用であると考えられる。しかしながら、血管腫は、血流に乏しい腫瘍であるの
で、ドプラモードなどの非造影撮像では検出が難しい。
【０００４】
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　ここで、血管腫は、超音波診断装置により得られるＢモード画像中において「ゆらぎ」
として現れることが知られている。ゆらぎの原因には諸説あり、完全には解明されていな
いものの、ゆらぎは血管腫の特徴的な所見の一つであると言える。しかしながら、熟練の
医師であっても、Ｂモード画像中にゆらぎが観察されるからと言って血管腫と断定するこ
とは難しい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４７４４８３３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明が解決しようとする課題は、画像中のゆらぎを定量的に評価することができる画
像処理装置及び超音波診断装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態に係る画像処理装置は、画像処理部と、算出部とを備える。画像処理部は、超
音波を用いて収集された時系列の複数の画像それぞれについて、スペックルノイズ低減処
理を施す。算出部は、前記スペックルノイズ低減処理後の前記複数の画像に基づいて、関
心領域内の各位置における画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の構成例を示すブロック図である
。
【図２】図２は、血管腫のゆらぎについて説明するための図である。
【図３】図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置の処理手順を示すフローチャート
である。
【図４】図４は、第１の実施形態に係る指標値算出処理の処理手順を示すフローチャート
である。
【図５】図５は、第１の実施形態に係る画像処理回路による差分処理を説明するための図
である。
【図６】図６は、第１の実施形態に係る算出機能による処理を説明するための図である。
【図７】図７は、第１の実施形態に係る指標画像生成機能による処理を説明するための図
である。
【図８】図８は、第１の実施形態の変形例に係る画像処理回路による差分処理を説明する
ための図である。
【図９】図９は、第１の実施形態の変形例に係る画像処理回路による差分処理を説明する
ための図である。
【図１０】図１０は、第２の実施形態に係る指標値算出処理の処理手順を示すフローチャ
ートである。
【図１１】図１１は、その他の実施形態に係る画像処理装置の構成例を示すブロック図で
ある。
【図１２】図１２は、その他の実施形態に係るフィルタ処理について説明するための図で
ある。
【図１３】図１３は、その他の実施形態に係るフィルタ処理について説明するための図で
ある。
【図１４Ａ】図１４Ａは、直交座標変換の概念図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、直交座標変換の概念図である。
【図１５】図１５は、その他の実施形態に係る変換処理について説明するための図である
。
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【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照して、実施形態に係る画像処理装置及び超音波診断装置を説明する。
なお、以下の実施形態は、以下の説明に限定されるものではない。また、実施形態は、処
理内容に矛盾が生じない範囲で他の実施形態や従来技術との組み合わせが可能である。
【００１０】
　また、以下の実施形態では、開示の技術が超音波診断装置に適用される場合を説明する
が、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、開示の技術は、超音波診断装置
に限らず、画像を処理する機能を備えた画像処理装置や他の医用画像診断装置に対して適
用可能である。画像処理装置としては、例えば、ワークステーションやＰＡＣＳ（Pictur
e　Archiving　Communication　System）ビューワ等が適用可能である。また、他の医用
画像診断装置としては、例えば、光超音波診断装置（光音響イメージング装置）、Ｘ線診
断装置、Ｘ線ＣＴ（Computed　Tomography）装置、ＭＲＩ（Magnetic　Resonance　Imagi
ng）装置、ＳＰＥＣＴ（Single　Photon　Emission　Computed　Tomography）装置、ＰＥ
Ｔ（Positron　Emission　computed　Tomography）装置、ＳＰＥＣＴ装置とＸ線ＣＴ装置
とが一体化されたＳＰＥＣＴ－ＣＴ装置、ＰＥＴ装置とＸ線ＣＴ装置とが一体化されたＰ
ＥＴ－ＣＴ装置、又はこれらの装置群等が適用可能である。
【００１１】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成例を示すブロック図である。図
１に示すように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、装置本体１００と、超音波
プローブ１０１と、入力インタフェース１０２と、ディスプレイ１０３とを有する。超音
波プローブ１０１、入力インタフェース１０２、及びディスプレイ１０３は、装置本体１
００に通信可能に接続される。なお、被検体Ｐは、超音波診断装置１の構成に含まれない
。
【００１２】
　超音波プローブ１０１は、複数の振動子（例えば、圧電振動子）を有し、これら複数の
振動子は、後述する装置本体１００が有する送受信回路１１０から供給される駆動信号に
基づき超音波を発生する。また、超音波プローブ１０１が有する複数の振動子は、被検体
Ｐからの反射波を受信して電気信号に変換する。また、超音波プローブ１０１は、振動子
に設けられる整合層と、振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有
する。
【００１３】
　超音波プローブ１０１から被検体Ｐに超音波が送信されると、送信された超音波は、被
検体Ｐの体内組織における音響インピーダンスの不連続面で次々と反射され、反射波信号
（エコー信号）として超音波プローブ１０１が有する複数の振動子にて受信される。受信
される反射波信号の振幅は、超音波が反射される不連続面における音響インピーダンスの
差に依存する。なお、送信された超音波パルスが、移動している血流や心臓壁等の表面で
反射された場合の反射波信号は、ドプラ効果により、移動体の超音波送信方向に対する速
度成分に依存して、周波数偏移を受ける。
【００１４】
　なお、第１の実施形態は、図１に示す超音波プローブ１０１が、複数の圧電振動子が一
列で配置された１次元超音波プローブである場合や、一列に配置された複数の圧電振動子
が機械的に揺動される１次元超音波プローブである場合、複数の圧電振動子が格子状に２
次元で配置された２次元超音波プローブである場合のいずれであっても適用可能である。
【００１５】
　入力インタフェース１０２は、マウス、キーボード、ボタン、パネルスイッチ、タッチ
コマンドスクリーン、フットスイッチ、トラックボール、ジョイスティック等に対応する
。例えば、入力インタフェース１０２は、超音波診断装置１の操作者からの各種設定要求
を受け付け、受け付けた各種設定要求を装置本体１００に対して転送する。



(6) JP 2019-13736 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

【００１６】
　ディスプレイ１０３は、超音波診断装置１の操作者が入力インタフェース１０２を用い
て各種設定要求を入力するためのＧＵＩ（Graphical　User　Interface）を表示したり、
装置本体１００において生成された超音波画像データ等を表示したりする。
【００１７】
　装置本体１００は、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に基づいて超音波画像
データを生成する装置であり、図１に示すように、送受信回路１１０と、信号処理回路１
２０と、画像処理回路１３０と、画像メモリ１４０と、記憶回路１５０と、処理回路１６
０とを有する。送受信回路１１０、信号処理回路１２０、画像処理回路１３０、画像メモ
リ１４０、記憶回路１５０、及び処理回路１６０は、相互に通信可能に接続される。
【００１８】
　送受信回路１１０は、パルス発生器、送信遅延部、パルサ等を有し、超音波プローブ１
０１に駆動信号を供給する。パルス発生器は、所定のレート周波数で、送信超音波を形成
するためのレートパルスを繰り返し発生する。また、送信遅延部は、超音波プローブ１０
１から発生される超音波をビーム状に集束し、かつ送信指向性を決定するために必要な圧
電振動子ごとの遅延時間を、パルス発生器が発生する各レートパルスに対し与える。また
、パルサは、レートパルスに基づくタイミングで、超音波プローブ１０１に駆動信号（駆
動パルス）を印加する。すなわち、送信遅延部は、各レートパルスに対し与える遅延時間
を変化させることで、圧電振動子面から送信される超音波の送信方向を任意に調整する。
【００１９】
　なお、送受信回路１１０は、後述する処理回路１６０の指示に基づいて、所定のスキャ
ンシーケンスを実行するために、送信周波数、送信駆動電圧等を瞬時に変更可能な機能を
有している。特に、送信駆動電圧の変更は、瞬間にその値を切り替え可能なリニアアンプ
型の発信回路、又は、複数の電源ユニットを電気的に切り替える機構によって実現される
。
【００２０】
　また、送受信回路１１０は、プリアンプ、Ａ／Ｄ（Analog／Digital）変換器、受信遅
延部、加算器等を有し、超音波プローブ１０１が受信した反射波信号に対して各種処理を
行って反射波データを生成する。プリアンプは、反射波信号をチャネル毎に増幅する。Ａ
／Ｄ変換器は、増幅された反射波信号をＡ／Ｄ変換する。受信遅延部は、受信指向性を決
定するために必要な遅延時間を与える。加算器は、受信遅延部によって処理された反射波
信号の加算処理を行って反射波データを生成する。加算器の加算処理により、反射波信号
の受信指向性に応じた方向からの反射成分が強調され、受信指向性と送信指向性とにより
超音波送受信の総合的なビームが形成される。
【００２１】
　送受信回路１１０は、被検体Ｐの２次元領域を走査する場合、超音波プローブ１０１か
ら２次元方向に超音波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プロー
ブ１０１が受信した反射波信号から２次元の反射波データを生成する。また、送受信回路
１１０は、被検体Ｐの３次元領域を走査する場合、超音波プローブ１０１から３次元方向
に超音波ビームを送信させる。そして、送受信回路１１０は、超音波プローブ１０１が受
信した反射波信号から３次元の反射波データを生成する。
【００２２】
　信号処理回路１２０は、例えば、送受信回路１１０から受信した反射波データに対して
、対数増幅、包絡線検波処理等を行って、サンプル点ごとの信号強度が輝度の明るさで表
現されるデータ（Ｂモードデータ）を生成する。信号処理回路１２０により生成されたＢ
モードデータは、画像処理回路１３０に出力される。
【００２３】
　また、信号処理回路１２０は、例えば、送受信回路１１０から受信した反射波データよ
り、移動体のドプラ効果に基づく運動情報を、走査領域内の各サンプル点で抽出したデー
タ（ドプラデータ）を生成する。具体的には、信号処理回路１２０は、反射波データから
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速度情報を周波数解析し、ドプラ効果による血流や組織、造影剤エコー成分を抽出し、平
均速度、分散、パワー等の移動体情報を多点について抽出したデータ（ドプラデータ）を
生成する。ここで、移動体とは、例えば、血流や、心壁等の組織、造影剤である。信号処
理回路１２０により得られた運動情報（血流情報）は、画像処理回路１３０に送られ、平
均速度画像、分散画像、パワー画像、若しくはこれらの組み合わせ画像としてディスプレ
イ１０３にカラー表示される。
【００２４】
　画像処理回路１３０は、信号処理回路１２０により生成されたデータから超音波画像デ
ータを生成する。画像処理回路１３０は、信号処理回路１２０が生成したＢモードデータ
から反射波の強度を輝度で表したＢモード画像データを生成する。また、画像処理回路１
３０は、信号処理回路１２０が生成したドプラデータから移動体情報を表すドプラ画像デ
ータを生成する。ドプラ画像データは、速度画像データ、分散画像データ、パワー画像デ
ータ、又は、これらを組み合わせた画像データである。
【００２５】
　ここで、画像処理回路１３０は、一般的には、超音波走査の走査線信号列を、テレビ等
に代表されるビデオフォーマットの走査線信号列に変換（スキャンコンバート）し、表示
用の超音波画像データを生成する。具体的には、画像処理回路１３０は、超音波プローブ
１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、表示用の超音波画像デー
タを生成する。また、画像処理回路１３０は、スキャンコンバート以外に種々の画像処理
として、例えば、スキャンコンバート後の複数の画像フレームを用いて、輝度の平均値画
像を再生成する画像処理（平滑化処理）や、画像内で微分フィルタを用いる画像処理（エ
ッジ強調処理）等を行う。また、画像処理回路１３０は、超音波画像データに、付帯情報
（種々のパラメータの文字情報、目盛り、ボディーマーク等）を合成する。
【００２６】
　すなわち、Ｂモードデータ及びドプラデータは、スキャンコンバート処理前の超音波画
像データであり、画像処理回路１３０が生成するデータは、スキャンコンバート処理後の
表示用の超音波画像データである。なお、画像処理回路１３０は、信号処理回路１２０が
３次元のデータ（３次元Ｂモードデータ及び３次元ドプラデータ）を生成した場合、超音
波プローブ１０１による超音波の走査形態に応じて座標変換を行うことで、ボリュームデ
ータを生成する。そして、画像処理回路１３０は、ボリュームデータに対して、各種レン
ダリング処理を行って、表示用の２次元画像データを生成する。
【００２７】
　画像メモリ１４０は、画像処理回路１３０が生成した表示用の画像を記憶するメモリで
ある。また、画像メモリ１４０は、信号処理回路１２０が生成したデータを記憶すること
も可能である。画像メモリ１４０が記憶するＢモードデータやドプラデータは、例えば、
診断の後に操作者が呼び出すことが可能となっており、画像処理回路１３０を経由して表
示用の超音波画像データとなる。なお、本実施形態において単に「画像」と記載する場合
、各画素に対してカラーが割り当てられた表示用の画像のみならず、各画素の座標と画素
値（信号値）とが対応づけられたデータ列（「画像データ」とも称する）も含むものとす
る。
【００２８】
　記憶回路１５０は、超音波送受信、画像処理及び表示処理を行うための制御プログラム
や、診断情報（例えば、患者ＩＤ、医師の所見等）や、診断プロトコルや各種ボディーマ
ーク等の各種データを記憶する。また、記憶回路１５０は、必要に応じて、画像メモリ１
４０が記憶する画像データの保管等にも使用される。また、記憶回路１５０が記憶するデ
ータは、図示しない通信用インタフェースを介して、外部装置へ転送することができる。
【００２９】
　処理回路１６０は、超音波診断装置１の処理全体を制御する。具体的には、処理回路１
６０は、入力インタフェース１０２を介して操作者から入力された各種設定要求や、記憶
回路１５０から読込んだ各種制御プログラム及び各種データに基づき、送受信回路１１０
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、信号処理回路１２０、及び画像処理回路１３０の処理を制御する。また、処理回路１６
０は、画像メモリ１４０が記憶する表示用の超音波画像データをディスプレイ１０３にて
表示するように制御する。
【００３０】
　また、処理回路１６０は、図１に示すように、算出機能１６１と、指標画像生成機能１
６２と、出力制御機能１６３とを実行する。ここで、算出機能１６１は、算出部の一例で
ある。また、指標画像生成機能１６２は、画像生成部の一例である。また、出力制御機能
１６３は、出力制御部の一例である。
【００３１】
　ここで、例えば、図１に示す処理回路１６０の構成要素である算出機能１６１、指標画
像生成機能１６２、及び出力制御機能１６３が実行する各処理機能は、コンピュータによ
って実行可能なプログラムの形態で超音波診断装置１の記憶装置（例えば、記憶回路１５
０）に記録されている。処理回路１６０は、各プログラムを記憶装置から読み出し、実行
することで各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。換言すると、各プ
ログラムを読み出した状態の処理回路１６０は、図１の処理回路１６０内に示された各機
能を有することとなる。なお、算出機能１６１、指標画像生成機能１６２、及び出力制御
機能１６３が実行する各処理機能については、後述する。
【００３２】
　ここで、良性腫瘍の一つである血管腫は、超音波診断装置１により得られるＢモード画
像中において「ゆらぎ」として現れることが知られている。ゆらぎの原因には諸説あり、
完全には解明されていないものの、ゆらぎは血管腫の特徴的な所見の一つであると言える
。
【００３３】
　図２は、血管腫のゆらぎについて説明するための図である。図２には、被検体Ｐの肝臓
が撮像されたＢモード画像を例示する。図２に示すように、血管腫は、Ｂモード画像に設
定された関心領域Ｒ０内の領域Ｒ１において陰影（他の組織とは異なる輝度で描出される
領域）として描出される。この血管腫の陰影は、空間的かつ時間的なゆらぎとして現れる
という特徴がある。つまり、血管腫の陰影は、領域Ｒ１内において高輝度部分と低輝度部
分とが混在した「空間的なゆらぎ」として現れるとともに、同一位置における輝度が経時
的に上昇若しくは低下する「時間的なゆらぎ」として現れる。
【００３４】
　しかしながら、Ｂモード画像中にゆらぎが観察されるからと言って血管腫と断定するこ
とが難しい場合もある。そこで、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、画像中のゆ
らぎを定量的に評価、またはゆらぎの位置を強調させるために、以下の処理機能を実行す
る。
【００３５】
　なお、以下の実施形態では、Ｂモード画像中に描出された血管腫のゆらぎを評価する場
合を説明するが、これに限定されるものではない。例えば、開示の技術は、血管腫に限ら
ず、画像中でゆらぎを呈する組織の変化であれば定量的に評価することが可能である。ま
た、開示の技術は、Ｂモード画像に限らず、ドプラ画像等の他の超音波画像、或いは他の
医用画像診断装置により撮像された医用画像におけるゆらぎについても評価することが可
能である。
【００３６】
　第１の実施形態に係る超音波診断装置１において、画像処理回路１３０は、超音波を用
いて収集された時系列の複数の画像それぞれについて、スペックルノイズ低減処理を施す
。算出機能１６１は、スペックルノイズ低減処理後の複数の画像に基づいて、関心領域内
の各位置における画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する。これにより、超音波診
断装置１は、画像中のゆらぎを定量的に評価することができる。
【００３７】
　また、例えば、第１の実施形態に係る超音波診断装置１において、指標画像生成機能１
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６２は、関心領域内の各位置における指標値に基づいてパラメトリック画像を生成する。
これにより、操作者は、ゆらぎの程度を画像上で閲覧することができる。
【００３８】
　図３及び図４を用いて、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理手順を説明する
。図３は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の処理手順を示すフローチャートであ
る。図４は、第１の実施形態に係る指標値算出処理の処理手順を示すフローチャートであ
る。図３に示す処理手順は、例えば、パラメトリック画像を表示する旨の指示を操作者か
ら受け付けた場合に開始される。なお、図４に示す処理手順は、図３に示すステップＳ１
０４の処理内容に対応する。
【００３９】
　また、以下の説明では、図５から図７を参照して説明する。図５は、第１の実施形態に
係る画像処理回路１３０による差分処理を説明するための図である。図６は、第１の実施
形態に係る算出機能１６１による処理を説明するための図である。図７は、第１の実施形
態に係る指標画像生成機能１６２による処理を説明するための図である。
【００４０】
　ステップＳ１０１において、処理回路１６０は、処理を開始するか否かを判定する。例
えば、処理回路１６０は、パラメトリック画像を表示する旨の指示を操作者から受け付け
た場合に、処理を開始すると判定し（ステップＳ１０１肯定）、ステップＳ１０２以降の
処理を開始する。なお、処理を開始しない場合（ステップＳ１０１否定）、ステップＳ１
０２以降の処理は開始されず、各処理機能は待機状態である。
【００４１】
　ステップＳ１０１が肯定されると、ステップＳ１０２において、画像処理回路１３０は
、時系列の複数の画像を読み出す。例えば、画像処理回路１３０は、時系列に並んだ複数
時相のＢモード画像データを画像メモリ１４０から読み出す。具体例を挙げると、画像処
理回路１３０は、１フレーム目からＮフレーム目までのＮ枚のＢモード画像データを画像
メモリ１４０から読み出す。なお、Ｎは、自然数である。また、以下の処理では、超音波
走査が行われた走査範囲全体に対応するＢモード画像データが処理対象となっても良いし
、関心領域内の画像データのみが処理対象となっても良い。また、以下の処理では、連続
するＮフレーム分の複数の画像が処理対象となる場合を説明するが、これに限定されるも
のではない。例えば、１～Ｎフレームの画像のうち、２フレーム毎に間引かれた画像であ
ってもよい。
【００４２】
　なお、ここでは、Ｎ枚のＢモード画像データが撮像済みであり、予め画像メモリ１４０
に記憶されている場合を説明するが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば
、画像処理回路１３０は、リアルタイムに生成されるＮ枚のＢモード画像データを取得し
てもよい。この場合、例えば、操作者は、ステップＳ１０１の後に超音波プローブ１０１
を用いてＮフレーム分の超音波走査を行う。そして、画像処理回路１３０は、この超音波
走査により収集されるＮフレーム分のＢモードデータに基づいて、Ｎフレーム分のＢモー
ド画像データを生成することが可能である。
【００４３】
　ステップＳ１０３において、画像処理回路１３０は、複数の画像に対して、画像間の動
きを補正する動き補正処理を行う。例えば、読み出されたＮ枚のＢモード画像データは、
手ぶれや体動（心臓の拍動など）に起因する画像間の動き（位置ずれ）を含む。このため
、画像処理回路１３０は、Ｎ枚のＢモード画像データに対してトラッキング処理を行い、
各画像の位置ずれを特定する。そして、画像処理回路１３０は、特定した各画像の位置ず
れを補正することで、時間方向の位置ずれを含まない一連のＢモード画像データを生成す
る。
【００４４】
　ステップＳ１０４において、指標値算出処理が実行される。指標値算出処理は、画像処
理回路１３０及び算出機能１６１により実行される。図４を用いて、指標値算出処理とし
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て実行されるステップＳ２０１～ステップＳ２０８の処理を説明する。なお、ステップＳ
２０１～ステップＳ２０３の処理は、時間的なゆらぎ（画素値の変動）を強調させる処理
に対応する。また、ステップＳ２０４～ステップＳ２０８の処理は、指標値を算出するた
めの処理に対応する。
【００４５】
　ステップＳ２０１において、画像処理回路１３０は、複数の画像に対して、時間方向（
フレーム方向）へのローパスフィルタ（Low-pass　filter：ＬＰＦ）処理を行う。例えば
、画像処理回路１３０は、Ｎ枚のＢモード画像の各画素においてフレーム方向に並ぶＮ個
の画素値に対して、移動平均フィルタやメディアンフィルタ等のＬＰＦを通す。これによ
り、画像処理回路１３０は、時間方向の画像信号強度から、時間方向のスパイクノイズ等
の高周波ノイズを低減することができる。なお、画素値（輝度値）は、画像信号強度の一
例である。
【００４６】
　ステップＳ２０２において、画像処理回路１３０は、ＬＰＦ処理後の複数の画像に対し
て、スペックルノイズ低減処理を行う。例えば、画像処理回路１３０は、Ｎ枚のＢモード
画像に対して空間方向にメディアンフィルタを通す。これにより、画像処理回路１３０は
、空間方向のスパイクノイズやスペックルノイズを低減することができる。画像処理回路
１３０は、スペックルノイズ低減処理を施したＮ枚のＢモード画像を処理回路１６０へ送
る。
【００４７】
　ステップＳ２０３において、画像処理回路１３０は、予め設定されたフレーム間隔で各
画像間の差分処理を行って、複数の差分画像を生成する。
【００４８】
　ここで、時系列の複数のＢモード画像における画像信号強度には、血管腫に由来するゆ
らぎの成分（以下、「血管腫成分」と称する）に加え、バックグラウンドとしてのゆらぎ
の成分（以下、「バックグラウンド成分」と称する）が混在していると考えられる。この
バックグラウンドとしてのゆらぎは、例えば、肝臓組織に由来するゆらぎ、操作者による
手技に起因するゆらぎ、装置性能に起因するゆらぎ、スペックルのゆらぎ等、様々な要因
に由来するゆらぎを含む。そこで、画像処理回路１３０は、血管腫に由来するゆらぎの周
波数とは異なる周波数のゆらぎの成分を、Ｂモード画像の画像信号強度から除去するため
に、差分処理を実行する。
【００４９】
　図５を用いて、第１の実施形態に係る画像処理回路１３０による差分処理を説明する。
図５には、差分処理によりＢモード画像（上段）から差分画像（下段）が生成される処理
を例示する。具体的には、図５の上段には、Ｂモード画像におけるある画素の画素値の経
時的変化を例示する。また、図５の下段には、差分画像におけるある画素の画素値（差分
値）の経時的変化を例示する。なお、図５において、Ｍは、自然数である。また、Ｍ－４
、Ｍ－３、Ｍ－２、Ｍ－１、Ｍ、Ｍ＋１、Ｍ＋２は、いずれも１～Ｎに含まれる数である
。
【００５０】
　図５に示すように、時系列の複数のＢモード画像の画像信号強度は、血管腫成分（図５
上段の実線）と、バックグラウンド成分（図５上段の破線）とを含む。ここで、バックグ
ラウンド成分の１周期が４フレームに相当する場合、Ｍフレーム目のバックグラウンド成
分とＭ－４フレーム目のバックグラウンド成分は、同程度である。そこで、画像処理回路
１３０は、Ｍフレーム目の画素値からＭ－４フレーム目の画素値を差分することで、バッ
クグラウンド成分を打ち消す。これにより、画像処理回路１３０は、Ｍフレーム目の血管
腫成分を強調する。
【００５１】
　同様に、画像処理回路１３０は、Ｍ＋１フレーム目の画素値からＭ－３フレーム日の画
素値を差分することで、Ｍ＋１フレーム目の血管腫成分を強調する。また、画像処理回路
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１３０は、Ｍ＋２フレーム目の画素値からＭ－２フレーム目の画素値を差分することで、
Ｍ＋２フレーム目の血管腫成分を強調する。
【００５２】
　このように、画像処理回路１３０は、フレーム間隔「４」で各Ｂモード画像間の差分処
理を行う。具体的には、画像処理回路１３０は、Ｎ枚のＢモード画像の各画素について、
４フレーム前の同一位置における画素値との差分値を算出する（図５下段）。そして、画
像処理回路１３０は、算出した差分値を各画素に割り当てることで、Ｎ－４枚の差分画像
を生成する。そして、画像処理回路１３０は、生成したＮ－４枚の差分画像を処理回路１
６０へ送る。なお、フレーム間隔は、撮像部位や装置性能（超音波プローブ１０１の種類
、スキャンシーケンス等）に応じて予め設定（プリセット）されている。
【００５３】
　なお、図５に図示した内容はあくまで一例であり、図示の内容に限定されるものではな
い。例えば、図５では、フレーム間隔が「４」である場合を説明したが、これに限らず、
任意の値が設定可能である。
【００５４】
　また、図５では、フレーム間隔がプリセットされる場合を説明したが、これに限定され
るものではない。例えば、フレーム間隔は、入力インタフェース１０２を介して操作者に
より変更されてもよい。この場合、操作者は、後述する処理により表示されるパラメトリ
ック画像を閲覧しながらフレーム間隔を指定（変更）する。そして、画像処理回路１３０
は、操作者により指定されたフレーム間隔で差分処理を行う。なお、フレーム間隔を操作
者が変更する場合、例えば、図５の上段のグラフがディスプレイ１０３上に表示されても
よい。また、操作者が指定するパラメータは、フレーム間隔に限らず、周波数や周期等、
フレーム間隔に変換可能なパラメータであれば如何なるパラメータであってもよい。
【００５５】
　図４の説明に戻る。ステップＳ２０４において、算出機能１６１は、複数の差分画像そ
れぞれについて、各画素の画素値の絶対値をとる。ここで、差分画像に含まれる各画素の
差分値は、負の値を含む。このため、算出機能１６１は、各画素の差分値の絶対値をとる
。これにより、差分画像に含まれる血管腫に由来するゆらぎを正の値で表すことができる
。
【００５６】
　ステップＳ２０５において、算出機能１６１は、複数の差分画像それぞれについて、各
画素の絶対値と周辺画素の絶対値とが積算された積算値を算出する。例えば、算出機能１
６１は、小領域（カーネル）を用いて、各画素の絶対値と周辺画素の絶対値とを積算する
。
【００５７】
　一例として、３×３の矩形形状の小領域を用いる場合を説明する。この場合、算出機能
１６１は、小領域の中心が注目画素に一致するように、各差分画像上に小領域を設定する
。このとき、小領域には、注目画素と、注目画素の周辺に位置する８個の周辺画素とが存
在する。算出機能１６１は、注目画素の絶対値と、８個の周辺画素の絶対値との和を、注
目画素の積算値として算出する。
【００５８】
　このように、算出機能１６１は、複数の差分画像の各画素について、周辺画素との積算
値を算出する。なお、ここでは小領域として、３×３の矩形形状の領域を用いる場合を説
明したが、これに限らず、任意の形状及び大きさを有する領域であってもよい。
【００５９】
　ステップＳ２０６において、算出機能１６１は、スペックルノイズ低減処理後の複数の
画像それぞれについて、各画素の画素値と周辺画素の画素値との平均値を算出する。例え
ば、算出機能１６１は、小領域を用いて、各画素の画素値と周辺画素の画素値との平均値
を算出する。
【００６０】
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　一例として、３×３の矩形形状の小領域を用いる場合を説明する。この場合、算出機能
１６１は、小領域の中心が注目画素に一致するように、各Ｂモード画像上に小領域を設定
する。このとき、小領域には、注目画素と、注目画素の周辺に位置する８個の周辺画素と
が存在する。算出機能１６１は、注目画素の画素値と、８個の周辺画素の画素値との平均
値を算出する。
【００６１】
　このように、算出機能１６１は、複数のＢモード画像の各画素について、周辺画素との
平均値を算出する。なお、ここでは小領域として、３×３の矩形形状の領域を用いる場合
を説明したが、これに限らず、任意の形状及び大きさを有する領域であってもよい。
【００６２】
　ステップＳ２０７において、算出機能１６１は、画素ごとに、積算値を平均値で除算し
た除算値を算出する。例えば、算出機能１６１は、Ｍフレーム目の各画素の積算値を、Ｍ
フレーム目の各画素の平均値で除算する。ここで、積算値は、ステップＳ２０５の処理に
より算出された値であり、平均値は、ステップＳ２０６の処理により算出された値である
。このように、算出機能１６１は、各フレーム（時相）について、各画素の除算値を算出
する。
【００６３】
　ステップＳ２０８において、算出機能１６１は、各画素の除算値を時間方向に積算する
ことで、指標値を算出する。例えば、算出機能１６１は、複数のフレームそれぞれにおい
て同一位置にある画素の除算値を積算することで、指標値を算出する。
【００６４】
　図６を用いて、第１の実施形態に係る算出機能１６１による処理を説明する。図６にお
いて、「除算値（Ｘ１，Ｙ１）」は、画素位置（Ｘ１，Ｙ１）における除算値を示す。ま
た、「指標値（Ｘ１，Ｙ１）」は、画素位置（Ｘ１，Ｙ１）における指標値を示す。図６
では、図２に示した関心領域Ｒ０に含まれる各画素の指標値が算出される場合を説明する
。
【００６５】
　図６の上段に示すように、算出機能１６１は、同一位置にある１～Ｎフレーム目の除算
値（Ｘ１，Ｙ１）を積算する。ここで積算された値は、各フレームにおける時間方向の変
動がＮフレーム分積算された値と言える。このため、算出機能１６１は、積算した値（総
和）を、Ｎフレーム分のゆらぎを表す指標値（Ｘ１，Ｙ１）として出力する（図６下段）
。
【００６６】
　このように、算出機能１６１は、各画素（位置）について、１～ＮフレームのＮ枚のＢ
モード画像に基づいて、Ｎフレーム目のゆらぎを表す指標値を算出する。この場合、この
指標値は、過去Ｎフレーム分のゆらぎを表す。
【００６７】
　なお、図６に図示した内容はあくまで一例であり、図示の内容に限定されるものではな
い。例えば、図６では、Ｂモード画像の一部の領域が関心領域Ｒ０として設定される場合
を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、Ｂモード画像の走査
範囲全体が関心領域Ｒ０として設定される場合には、算出機能１６１は、走査範囲全体に
含まれる各画素の指標値を算出可能である。
【００６８】
　また、例えば、図６では、Ｎフレーム分の同一位置の除算値の総和を指標値として算出
する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、算出機能１
６１は、Ｎフレーム分の同一位置の除算値の統計値を指標値として算出してもよい。すな
わち、算出機能１６１は、複数の画像それぞれにおける各画素の除算値の総和又は統計値
を、指標値として算出する。なお、統計値としては、例えば、平均値、中央値、標準偏差
、分散、平方和等が適用可能である。
【００６９】
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　図３の説明に戻る。ステップＳ１０５において、指標画像生成機能１６２は、パラメト
リック画像を生成する。例えば、指標画像生成機能１６２は、算出機能１６１により出力
された指標値の大きさに応じたカラーを各画素（位置）に割り当てることにより、パラメ
トリック画像を生成する。
【００７０】
　図７を用いて、第１の実施形態に係る指標画像生成機能１６２による処理を説明する。
図７には、指標画像生成機能１６２により生成されるパラメトリック画像の一例を例示す
る。なお、図７では、図２に示した関心領域Ｒ０に含まれる各画素の指標値が算出された
場合を説明する。
【００７１】
　図７に示すように、指標画像生成機能１６２は、図２に示した関心領域Ｒ０に対応する
領域Ｒ２のパラメトリック画像を生成する。このパラメトリック画像は、関心領域Ｒ０に
含まれる各画素の指標値の大きさに応じたカラー（色相、明度、彩度等）が、領域Ｒ２内
の各位置に割り当てられたものである。つまり、領域Ｒ２内の領域Ｒ３に描出されるカラ
ーの濃淡は、図２の領域Ｒ１のゆらぎの陰影が強調されたものである。
【００７２】
　なお、図７に図示した内容はあくまで一例であり、図示の内容に限定されるものではな
い。例えば、図７では、Ｂモード画像の一部の領域が関心領域Ｒ０として設定される場合
を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、Ｂモード画像の走査
範囲全体が関心領域Ｒ０として設定される場合には、指標画像生成機能１６２は、走査範
囲全体に対応する領域のパラメトリック画像を生成可能である。
【００７３】
　ステップＳ１０６において、出力制御機能１６３は、パラメトリック画像を表示する。
例えば、出力制御機能１６３は、指標画像生成機能１６２により生成されたパラメトリッ
ク画像を、ディスプレイ１０３に表示させる。そして、処理回路１６０は、処理を終了す
る。
【００７４】
　なお、図３及び図４に示した処理手順はあくまで一例であり、図示の処理手順に限定さ
れるものではない。例えば、ステップＳ２０１のＬＰＦ処理及びステップＳ２０２のスペ
ックルノイズ低減処理は、必ずしも実行されなくてもよい。また、例えば、ステップＳ２
０１のＬＰＦ処理及びステップＳ２０２のスペックルノイズ低減処理は、互いの順序を入
れ替えて実行されてもよい。
【００７５】
　また、例えば、図３では、パラメトリック画像が単独で表示される場合を説明したが、
実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、出力制御機能１６３は、パラメトリ
ック画像を他の医用画像と同時に表示してもよい。一例としては、出力制御機能１６３は
、図７のパラメトリック画像を図２のＢモード画像に重畳させて表示してもよいし、図２
のＢモード画像と並べて表示してもよい。
【００７６】
　また、例えば、図３では、出力形態の一例として、パラメトリック画像が表示される場
合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、出力制御機能１６
３は、指標値の代表値を出力してもよい。この場合、算出機能１６１は、関心領域内の少
なくとも一部に対応する計測領域内の各位置の指標値に基づいて、計測領域の代表値を算
出する。例えば、操作者が図７の領域Ｒ３を計測領域として設定すると、算出機能１６１
は、領域Ｒ３内の各画素の指標値を用いて、代表値を算出する。ここで、代表値とは、例
えば、平均値、中央値、最大値、最小値等の統計値である。そして、出力制御機能１６３
は、算出機能１６１により算出された領域Ｒ３の代表値をディスプレイ１０３に表示させ
る。
【００７７】
　また、例えば、出力制御機能１６３は、指標値のヒストグラムを表示してもよい。この
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ヒストグラムは、例えば、縦軸に頻度（ピクセル数）、横軸に指標値の大きさをとったグ
ラフである。このヒストグラムでは、ゆらぎが検出された場合には、ゆらぎが検出されな
い場合と比較してグラフが全体的に横方向へシフトする。
【００７８】
　つまり、出力制御機能１６３は、パラメトリック画像、代表値、ヒストグラム等の中か
ら適宜選択された出力形態で出力可能である。また、出力制御機能１６３により出力され
る出力先はディスプレイ１０３に限定されるものではない。例えば、出力制御機能１６３
は、出力対象の情報を記憶回路１５０に格納しても良いし、外部装置に送信しても良い。
【００７９】
　また、例えば、図４では、各画素の除算値が時間方向に積算された積算値を指標値とし
て算出する場合を説明したが、これに限定されるものではない。例えば、ステップＳ２０
７にて算出される除算値も、各位置における画像信号強度のゆらぎを示す値であると言え
る。このため、算出機能１６１は、ステップＳ２０７にて算出される除算値を、指標値と
して出力してもよい。この場合、ステップＳ２０８は実行されなくてよい。
【００８０】
　上述してきたように、第１の実施形態に係る超音波診断装置１において、画像処理回路
１３０は、超音波を用いて収集された時系列の複数の画像それぞれについて、スペックル
ノイズ低減処理を施す。算出機能１６１は、スペックルノイズ低減処理後の複数の画像に
基づいて、関心領域内の各位置における画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する。
これにより、超音波診断装置１は、画像中のゆらぎを定量的に評価することができる。
【００８１】
　また、例えば、操作者（医師）は、図２に示したように、Ｂモード画像内に陰影（領域
Ｒ１）を発見する場合がある。このような場合、操作者は、第１の実施形態に係る超音波
診断装置１を用いて、パラメトリック画像をディスプレイ１０３上に表示させる。ここで
、図７の領域Ｒ３に示したように、所定以上のカラー（輝度値）で陰影が強調された場合
には、操作者は、当該部位が時間方向のゆらぎを有することがわかる。この結果、操作者
は、Ｂモード画像内の陰影が血管腫であると判別可能となる。これにより、穿刺や造影剤
の投与を用いた鑑別を行うことなく、簡便に血管腫を判別することが可能となる。
【００８２】
　また、例えば、Ｂモード画像においては、空間方向のみのゆらぎが描出される場合があ
る。例えば、スペックルにより空間的なゆらぎが見られる場合がある。このような場合に
は、画像中のゆらぎを見ただけで血管腫であるか否かを判別するのは困難である。しかし
ながら、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、空間方向のみのゆらぎを検出せずに
、時間方向のゆらぎを検出するので、血管腫を正確に捉えることができる。
【００８３】
　また、バックグラウンドとしてのゆらぎの成分（バックグラウンド成分）は、Ｂモード
画像が高輝度であれば指標値への影響が小さいものの、低輝度であれば指標値への影響が
大きくなる。したがって、肝臓等のように比較的低輝度の部位を観察する場合には、バッ
クグラウンド成分の影響が懸念される。しかしながら、第１の実施形態に係る超音波診断
装置１は、ゆらぎの周波数とは異なる周波数のゆらぎの成分を画像信号強度から除去した
上で、指標値を算出する。したがって、超音波診断装置１は、比較的低輝度の部位であっ
ても、時間方向のゆらぎを正確に評価することができる。
【００８４】
　また、例えば、第１の実施形態に係る超音波診断装置１は、超音波を用いて収集された
時系列の複数の画像それぞれに基づいて、複数の時相それぞれについて、関心領域内の各
位置における画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する。そして、超音波診断装置１
は、関心領域内の各位置について、複数の時相それぞれにおける前記指標値の総和、又は
統計値を算出する。これにより、超音波診断装置１は、画像中のゆらぎを定量的に評価す
ることができる。
【００８５】
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（第１の実施形態の変形例）
　第１の実施形態では、差分処理に用いるフレーム間隔が予め設定される場合を説明した
が、自動的に決定することも可能である。
【００８６】
　例えば、画像処理回路１３０は、関心領域のうちの計測領域とは異なる領域に含まれる
画像信号強度のゆらぎの周波数に応じてフレーム間隔を決定する。そして、画像処理回路
１３０は、決定したフレーム間隔で、差分処理を行う。
【００８７】
　図８及び図９を用いて、第１の実施形態の変形例に係る画像処理回路１３０による差分
処理を説明する。図８及び図９は、第１の実施形態の変形例に係る画像処理回路１３０に
よる差分処理を説明するための図である。図８には、被検体Ｐの肝臓が撮像されたＢモー
ド画像を例示する。図９には、Ｂモード画像におけるある画素の画素値の経時的変化を例
示する。
【００８８】
　図８に示す例では、操作者は、関心領域Ｒ０内に領域Ｒ４を設定する。この領域Ｒ４は
、肝臓組織が描出される領域であって、陰影が映っている領域Ｒ３（計測領域）とは異な
る領域である。つまり、この領域Ｒ４における画素値の経時的変化は、図９に示すように
、バックグラウンド成分のみを含む。
【００８９】
　したがって、画像処理回路１３０は、図９に示す画素値の経時的変化からバックグラウ
ンド成分の周波数（若しくは周期）を算出する。そして、画像処理回路１３０は、算出し
た周波数に応じてフレーム間隔を決定する。図９に示す例では、画像処理回路１３０は、
フレーム間隔「４」を決定する。そして、画像処理回路１３０は、決定したフレーム間隔
「４」を用いて、差分処理を行う。なお、差分処理の内容は、図５にて説明した内容と同
様であるので説明を省略する。
【００９０】
　これにより、第１の実施形態の変形例に係る超音波診断装置１は、差分処理に用いるフ
レーム間隔を自動的に決定することができる。なお、図８に示した領域Ｒ４は、操作者に
より用手的に設定されても良いし、自動的に設定されても良い。また、フレーム間隔を操
作者が変更する場合、例えば、図９のグラフがディスプレイ１０３上に表示されてもよい
。
【００９１】
（第２の実施形態）
　上述した第１の実施形態では、時間方向のゆらぎのバックグラウンド成分を除去した上
で、時間方向のゆらぎの指標値を算出する場合を説明したが、実施形態はこれに限定され
るものではない。例えば、バックグラウンド成分を除去するための処理は、必ずしも実行
されなくてもよい。そこで、第２の実施形態では、超音波診断装置１が、バックグラウン
ド成分を除去するための処理を実行しない場合について説明する。
【００９２】
　第２の実施形態に係る超音波診断装置１は、図１に例示した超音波診断装置１と同様の
構成を備え、図３に示した指標値算出処理の一部が相違する。そこで、第２の実施形態で
は、第１の実施形態と相違する点を中心に説明することとし、第１の実施形態において説
明した構成については説明を省略する。
【００９３】
　図１０を用いて、第２の実施形態に係る超音波診断装置１の処理手順を説明する。図１
０は、第２の実施形態に係る指標値算出処理の処理手順を示すフローチャートである。図
１０に示す処理手順は、図３に示すステップＳ１０４の処理内容に対応する。なお、図１
０に示すステップＳ３０１及びステップＳ３０２の処理は、図４に示したステップＳ２０
１及びステップＳ２０２の処理と同様であるので説明を省略する。
【００９４】
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　ステップＳ３０３において、算出機能１６１は、画素（位置）ごとに、時間方向に画素
値の標準偏差を算出する。例えば、算出機能１６１は、１～Ｎフレーム目までの同一画素
の画素値の標準偏差を、画素ごとに算出する。
【００９５】
　ステップＳ３０４において、算出機能１６１は、画素ごとに、時間方向に画素値の平均
値を算出する。例えば、算出機能１６１は、１～Ｎフレーム目までの同一画素の画素値の
平均値を、画素ごとに算出する。
【００９６】
　ステップＳ３０５において、算出機能１６１は、画素ごとに、標準偏差を平均値で除算
した除算値を算出する。例えば、算出機能１６１は、ステップＳ３０３の処理により算出
された各画素の標準偏差を、ステップＳ３０４の処理により算出された各画素の平均値で
除算する。そして、算出機能１６１は、除算した除算値を指標値として出力する。
【００９７】
　すなわち、第２の実施形態に係る算出機能１６１は、複数の画像の各位置における時間
方向の変動係数を、時間方向のゆらぎを表す指標値として算出する。これによれば、第２
の実施形態に係る超音波診断装置１は、バックグラウンド成分を除去するための処理を実
行せずに、時間方向のゆらぎを表す指標値を算出可能である。
【００９８】
（その他の実施形態）
　上述した実施形態以外にも、種々の異なる形態にて実施されてもよい。
【００９９】
（画像処理装置）
　例えば、上述した実施形態では、開示の技術が超音波診断装置１に適用される場合を説
明したが、実施形態はこれに限定されるものではない。例えば、開示の技術は、画像処理
装置２００に適用されても良い。画像処理装置２００は、例えば、ワークステーションや
ＰＡＣＳ（Picture　Archiving　Communication　System）ビューワ等に対応する。
【０１００】
　図１１は、その他の実施形態に係る画像処理装置２００の構成例を示すブロック図であ
る。図１１に示すように、画像処理装置２００は、入力インタフェース２０１、ディスプ
レイ２０２、記憶回路２１０、及び処理回路２２０を備える。入力インタフェース２０１
、ディスプレイ２０２、記憶回路２１０、及び処理回路２２０は、相互に通信可能に接続
される。
【０１０１】
　入力インタフェース２０１は、マウス、キーボード、タッチパネル等、操作者からの各
種の指示や設定要求を受け付けるための入力装置である。ディスプレイ２０２は、医用画
像を表示したり、操作者が入力インタフェース２０１を用いて各種設定要求を入力するた
めのＧＵＩを表示したりする表示装置である。
【０１０２】
　記憶回路２１０は、例えば、ＮＡＮＤ（Not　AND）型フラッシュメモリやＨＤＤ（Hard
　Disk　Drive）であり、医用画像データやＧＵＩを表示するための各種のプログラムや
、当該プログラムによって用いられる情報を記憶する。
【０１０３】
　処理回路２２０は、画像処理装置２００における処理全体を制御する電子機器（プロセ
ッサ）である。処理回路２２０は、画像処理機能２２１、算出機能２２２、指標画像生成
機能２２３、及び出力制御機能２２４を実行する。画像処理機能２２１、算出機能２２２
、指標画像生成機能２２３、及び出力制御機能２２４は、例えば、コンピュータによって
実行可能なプログラムの形態で記憶回路２１０内に記録されている。処理回路２２０は、
各プログラムを読み出し、実行することで読み出した各プログラムに対応する機能（画像
処理機能２２１、算出機能２２２、指標画像生成機能２２３、及び出力制御機能２２４）
を実現する。
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【０１０４】
　画像処理機能２２１は、図１に示した画像処理回路１３０と基本的に同様の処理を実行
可能である。また、算出機能２２２は、図１に示した算出機能１６１と基本的に同様の処
理を実行可能である。また、指標画像生成機能２２３は、図１に示した指標画像生成機能
１６２と基本的に同様の処理を実行可能である。また、出力制御機能２２４は、図１に示
した出力制御機能１６３と基本的に同様の処理を実行可能である。
【０１０５】
　これにより、例えば、画像処理装置２００において、画像処理機能２２１は、超音波を
用いて収集された時系列の複数の画像それぞれについて、スペックルノイズ低減処理を施
す。算出機能２２２は、スペックルノイズ低減処理後の複数の画像に基づいて、関心領域
内の各位置における画像信号強度のゆらぎを示す指標値を算出する。これにより、画像処
理装置２００は、画像中のゆらぎを定量的に評価することができる。
【０１０６】
（特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理によるゆらぎの強調）
　また、例えば、上記の実施形態では、ステップＳ２０１～Ｓ２０３の処理（ＬＰＦ処理
、スペックルノイズ低減処理、及び差分処理）により時間的なゆらぎを強調させる場合を
説明したが、ゆらぎを強調させる処理はこれらの処理に限定されるものではない。例えば
、特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理により時間的なゆらぎを強調させることも可
能である。
【０１０７】
　すなわち、画像処理回路１３０は、複数の画像に対して、特定の周波数成分のみを抽出
するフィルタ処理を施す。そして、算出機能１６１は、フィルタ処理後の複数の画像に基
づいて、指標値を算出する。なお、特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理の一例とし
ては、特定の周波数のみをそのまま通過させる逆ノッチフィルタが知られているが、これ
に限定されるものではない。
【０１０８】
　図１２及び図１３を用いて、特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理によるゆらぎの
強調について説明する。図１２及び図１３は、その他の実施形態に係るフィルタ処理につ
いて説明するための図である。
【０１０９】
　図１２に示すように、画像処理回路１３０は、複数の画像Ｉ０に対して、逆ノッチフィ
ルタによるフィルタ処理を行うことで、複数の画像Ｉ１を生成する。ここで、フィルタ処
理の処理対象となる複数の画像Ｉ０は、例えば、ＬＰＦ処理（ステップＳ２０１）及びス
ペックルノイズ低減処理（ステップＳ２０２）が施されたＮ枚のＢモード画像である。つ
まり、画像処理回路１３０は、ＬＰＦ処理及びスペックルノイズ低減処理が施されたＮ枚
のＢモード画像に対して、逆ノッチフィルタによるフィルタ処理を行う。これにより、画
像処理回路１３０は、ＬＰＦ処理及びスペックルノイズ低減処理が施されたＮ枚のＢモー
ド画像から、特定の周波数成分が抽出された画像Ｉ１をＮ枚生成する。そして、画像処理
回路１３０は、フィルタ処理後のＮ枚の画像Ｉ１に対して、差分処理（ステップＳ２０３
）を行って、Ｎ－４枚の差分画像を生成する（フレーム間隔が「４」の場合）。
【０１１０】
　ここで、このフィルタ処理により抽出される周波数成分は、例えば、時間的なゆらぎに
特有の周波数成分が設定されるのが好適である。一例としては、画像処理回路１３０は、
画像Ｉ０の位置Ｐ１における画素値（信号強度）の経時的変化と、画像Ｉ０の位置Ｐ２に
おける画素値の経時的変化とに基づいて、フィルタ処理により抽出する周波数を決定する
。なお、位置Ｐ１は、ゆらぎの成分を有する領域に含まれる画素に対応する。また、位置
Ｐ２は、ゆらぎの成分を有しない領域に含まれる画素に対応する。
【０１１１】
　図１３には、逆ノッチフィルタによるフィルタ処理の一例を例示する。図１３に示すよ
うに、逆ノッチフィルタは、周波数軸上で特定の周波数成分を抽出する処理を実行する。
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なお、図１３の上段及び下段において、横軸は時間に対応し、縦軸は振幅に対応する。ま
た、図１３の中段において、横軸は周波数に対応し、縦軸は正規化された振幅に対応する
。
【０１１２】
　図１３の上段に示すように、位置Ｐ１における画素値及び位置Ｐ２における画素値は、
それぞれことなる経時的変化を示す。ここで、それぞれの位置における画素値（振幅）の
経時的変化に対してフーリエ変換を行うと、周波数ごとに正規化された振幅が得られる（
図１３の中段）。ここで、位置Ｐ１の値と位置Ｐ２の値との違いが顕著な周波数には、ゆ
らぎの成分が多く含まれると考えられる。例えば、０．３４Ｈｚにおいて、位置Ｐ１の値
が位置Ｐ２の値より顕著に大きい場合には、画像処理回路１３０は、０．３４Ｈｚの成分
を抽出する。そして、画像処理回路１３０は、０．３４Ｈｚ以外の周波数成分を０にする
ことで、０．３４Ｈｚの周波数成分を得る。そして、画像処理回路１３０は、０．３４Ｈ
ｚの周波数成分に対して逆フーリエ変換を行うことで、位置Ｐ１及び位置Ｐ２のそれぞれ
について、０．３４Ｈｚの周波数成分を抽出した振幅の経時的変化を得る（図１３の下段
）。
【０１１３】
　このように、画像処理回路１３０は、複数の画像Ｉ０に基づいて、各画素位置における
画素値の経時的変化を得る。そして、画像処理回路１３０は、各画素位置における画素値
の経時的変化に対してフーリエ変換を行う。そして、画像処理回路１３０は、０．３４Ｈ
ｚの周波数成分を残して逆フーリエ変換を行うことで、各画素位置について、０．３４Ｈ
ｚの周波数成分を抽出した振幅の経時的変化を得る。そして、画像処理回路１３０は、逆
フーリエ変換により出力された振幅を各時刻（時相）の各画素位置に割り当てることで、
時系列に並ぶ複数の画像Ｉ１を生成する（図１２右図）。
【０１１４】
　なお、図１２及び図１３はあくまで一例であり、図示の内容に限定されるものではない
。例えば、図１２では、図４におけるステップＳ２０２とステップＳ２０３との間におい
て、特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理を実行する場合を説明したが、実施形態は
これに限定されるものではない。特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理は、例えば、
ステップＳ２０５より前であれば任意のタイミングで実行可能である。ただし、ゆらぎの
成分を効率良く抽出するためには、特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理は、高周波
ノイズやスペックルノイズが低減された後（つまり、ステップＳ２０２の後）に実行され
るのが好適である。
【０１１５】
　また、図１３では、０．３４Ｈｚの周波数成分を抽出する場合を説明したが、実施形態
はこれに限定されるものではなく、任意の値の周波数成分を抽出してもよい。つまり、画
像処理回路１３０は、予め設定された任意の値の周波数成分を抽出することができる。ま
た、フィルタ処理により抽出される周波数の値は、検査ごと（パラメトリック画像の撮像
ごと）に任意の値が入力されてもよい。この周波数の入力は、例えば、操作者により任意
の数値を入力する方式であってもよいし、予め段階的に設定された周波数の中から選択す
る方式であってもよい。
【０１１６】
（直交座標変換に基づく変換処理によるゆらぎの強調）
　また、特定の周波数成分を抽出するフィルタ処理に限らず、直交座標変換によって、血
管腫の時間的なゆらぎを強調させることも可能である。
【０１１７】
　すなわち、画像処理回路１３０は、複数の画像に対して、直交座標変換による変換処理
を行うことで、変換処理後の複数の画像を生成する。つまり、変換処理後の複数の画像は
、直交座標変換により得られる信号を、各画素位置に割り当てたものである。なお、図１
４Ａ及び図１４Ｂは、直交座標変換の概念図である。バックグラウンドおよび血管腫のゆ
らぎ成分に関する時間信号を直交座標変換し、クラッタ空間に変換する。図１４Ａ及び図



(19) JP 2019-13736 A 2019.1.31

10

20

30

40

50

１４Ｂでは、クラッタ空間３が血管腫とバックグラウンドのゆらぎ成分を分離出来る最適
な座標変換である。また、図１５は、その他の実施形態に係る変換処理について説明する
ための図である。
【０１１８】
　具体的には、画像処理回路１３０は、ＬＰＦ処理及びスペックルノイズ低減処理が施さ
れたＮ枚のＢモード画像に対して、直交座標変換による変換処理を行う。これにより、画
像処理回路１３０は、ＬＰＦ処理及びスペックルノイズ低減処理が施されたＮ枚のＢモー
ド画像から、主成分分析における寄与率が高い成分を残存させた画像をＮ枚生成する。そ
して、画像処理回路１３０は、変換処理後のＮ枚の画像に対して、差分処理（ステップＳ
２０３）を行って、Ｎ－４枚の差分画像を生成する（フレーム間隔が「４」の場合）。
【０１１９】
　このように、画像処理回路１３０は、複数の画像に対して、直交座標変換において血管
腫のゆらぎを特徴的に抽出する変換処理を施す。そして、算出機能１６１は、変換処理後
の複数の画像に基づいて、指標値を算出する。
【０１２０】
　なお、上記の説明はあくまで一例であり、上記の説明に限定されるものではない。例え
ば、上記の説明では、図４におけるステップＳ２０２とステップＳ２０３との間において
、直交座標変換による変換処理を実行する場合を説明したが、実施形態はこれに限定され
るものではない。直交座標変換による変換処理は、例えば、ステップＳ２０５より前であ
れば任意のタイミングで実行可能である。ただし、ゆらぎの成分を効率良く抽出するため
には、直交座標変換による変換処理は、高周波ノイズやスペックルノイズが低減された後
（つまり、ステップＳ２０２の後）に実行されるのが好適である。
【０１２１】
（３次元画像への適用）
　また、例えば、上述した実施形態では、２次元画像を用いた場合の処理を説明したが、
これに限らず、３次元画像（ボリュームデータ）を用いた場合にも適用可能である。
【０１２２】
　すなわち、画像処理回路１３０は、超音波を用いて収集された時系列の複数の３次元画
像それぞれについて、スペックルノイズ低減処理を施す。算出機能１６１は、スペックル
ノイズ低減処理後の複数の３次元画像に基づいて、関心領域内の各位置における画像信号
強度のゆらぎを示す指標値を算出する。この場合、出力制御機能１６３は、３次元画像に
対してＭＰＲ（Multi　Planar　Reconstruction）処理、或いは、ボリュームレンダリン
グ処理を行うことにより２次元の画像を生成し、表示するのが好適である。
【０１２３】
（動画表示）
　また、例えば、上述した実施形態では、時系列に並んだＮ枚のＢモード画像から１枚の
パラメトリック画像を表示する場合を説明したが、実施形態はこれに限定されるものでは
ない。例えば、超音波診断装置１は、パラメトリック画像を動画として表示することも可
能である。
【０１２４】
　この場合、超音波診断装置１は、１～Ｎフレーム目のＢモード画像を用いて、Ｎフレー
ム目のパラメトリック画像を表示する。次に、超音波診断装置１は、２～Ｎ＋１フレーム
目のＢモード画像を用いて、Ｎ＋１フレーム目のパラメトリック画像を表示する。続いて
、超音波診断装置１は、３～Ｎ＋２フレーム目のＢモード画像を用いて、Ｎ＋２フレーム
目のパラメトリック画像を表示する。このように、超音波診断装置１は、処理対象となる
複数の画像を１枚ずつ（１フレームずつ）更新することで、パラメトリック画像を動画と
して表示することができる。
【０１２５】
　なお、上記説明において用いた「プロセッサ（回路）」という文言は、例えば、ＣＰＵ
（Central　Processing　Unit）、ＧＰＵ（Graphics　Processing　Unit)、或いは、特定
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用途向け集積回路（Application　Specific　Integrated　Circuit：ＡＳＩＣ）、プログ
ラマブル論理デバイス（例えば、単純プログラマブル論理デバイス（Simple　Programmab
le　Logic　Device：ＳＰＬＤ）、複合プログラマブル論理デバイス（Complex　Programm
able　Logic　Device：ＣＰＬＤ）、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ（Field
　Programmable　Gate　Array：ＦＰＧＡ））等の回路を意味する。プロセッサは記憶回
路１５０に保存されたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、記憶
回路１５０にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組
み込むよう構成しても構わない。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラ
ムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、本実施形態の各プロセッサは、プロ
セッサごとに単一の回路として構成される場合に限らず、複数の独立した回路を組み合わ
せて１つのプロセッサとして構成し、その機能を実現するようにしてもよい。更に、各図
における複数の構成要素を１つのプロセッサへ統合してその機能を実現するようにしても
よい。
【０１２６】
　また、図示した各装置の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示
の如く構成されていることを要しない。すなわち、各装置の分散・統合の具体的形態は図
示のものに限られず、その全部又は一部を、各種の負荷や使用状況等に応じて、任意の単
位で機能的又は物理的に分散・統合して構成することができる。例えば、画像処理回路１
３０の機能は、処理回路１６０に統合されても良い。更に、各装置にて行なわれる各処理
機能は、その全部又は任意の一部が、ＣＰＵ及び当該ＣＰＵにて解析実行されるプログラ
ムにて実現され、或いは、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現され得る。
【０１２７】
　また、上述した実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行なわれるものとし
て説明した処理の全部又は一部を手動的に行なうこともでき、或いは、手動的に行なわれ
るものとして説明した処理の全部又は一部を公知の方法で自動的に行なうこともできる。
この他、上記文書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各種のデータや
パラメータを含む情報については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。
【０１２８】
　また、上述した実施形態で説明した画像処理方法は、予め用意された画像処理プログラ
ムをパーソナルコンピュータやワークステーション等のコンピュータで実行することによ
って実現することができる。この画像処理プログラムは、インターネット等のネットワー
クを介して配布することができる。また、この画像処理プログラムは、ハードディスク、
フレキシブルディスク（ＦＤ）、ＣＤ－ＲＯＭ、ＭＯ、ＤＶＤ等のコンピュータで読み取
り可能な記録媒体に記録され、コンピュータによって記録媒体から読み出されることによ
って実行することもできる。
【０１２９】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、画像中のゆらぎを定量的に評価す
ることができる。
【０１３０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１３１】
　　　１　　　超音波診断装置
　１３０　　　画像処理回路
　１６０　　　処理回路
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　１６１　　　算出機能
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